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第
一
章
　
分
析
視
角

アラブ政権の正統性

　
本
稿
で
私
が
試
み
る
こ
と
は
ヨ
ル
ダ
ソ
と
エ
ジ
プ
ト
の
政
治
経
済
構
造
の
比
較
分
析
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
現
代
エ
ジ
ブ
ト
の
開
発

政
治
の
諸
問
題
を
専
攻
し
て
来
た
。
本
稿
は
そ
れ
を
私
の
中
期
的
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
中
東
諸
国
の
政
治
経
済
構
造
の
比
較
分
析
へ
と

発
展
さ
せ
る
最
初
の
作
業
で
あ
る
。

　
両
研
究
テ
ー
マ
に
共
通
す
る
主
な
関
心
は
開
発
途
上
国
が
直
面
す
る
不
安
定
な
政
治
過
程
と
深
刻
な
経
済
問
題
に
あ
り
、
こ
の
問
題
を
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め
ぐ
り
政
治
と
経
済
を
考
察
す
る
．
分
析
の
主
眼
は
政
権
の
正
統
性
の
構
成
要
因
に
置
か
れ
、
0
経
済
発
展
、
⇔
政
治
体
制
の
民
主
化
、

㊧
対
外
関
係
の
三
つ
の
要
因
を
設
定
す
る
。

　
ヨ
ル
ダ
ン
に
関
す
る
記
述
は
一
九
八
七
年
一
〇
月
か
ら
翌
三
月
に
か
け
て
の
ア
ン
マ
ン
滞
在
中
の
現
地
調
査
と
資
料
収
集
に
基
づ
い
て

お
り
、
一
九
八
八
年
五
月
英
国
エ
ク
セ
タ
ー
大
学
政
治
学
科
教
員
・
院
生
研
究
発
表
会
お
よ
び
同
年
一
一
・
月
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
で
開
催
さ

れ
た
北
ア
メ
リ
カ
中
東
学
会
第
二
二
回
年
次
大
会
に
お
い
て
「
ア
ラ
ブ
政
権
の
正
統
性
の
構
成
要
因
ー
ヨ
ル
ダ
ソ
の
事
例
1
」
と
題

し
て
報
告
し
た
内
容
で
あ
を
。
一
方
エ
ジ
プ
ト
の
記
述
は
ヨ
ル
ダ
ソ
の
事
例
研
究
に
合
わ
せ
て
考
察
す
る
時
期
を
設
定
し
、
お
お
よ
そ
第

一
次
大
戦
後
か
ら
現
在
ま
で
の
概
説
を
試
み
た
。
た
だ
し
一
九
五
二
年
革
命
以
降
に
つ
い
て
は
、
ナ
セ
ル
、
サ
ダ
ト
時
代
に
つ
い
て
は
こ

れ
ま
で
の
研
究
成
果
の
中
で
論
じ
て
い
る
の
で
ム
バ
ラ
ク
時
代
に
重
点
を
置
い
た
。

　
以
上
の
分
析
視
角
か
ら
ヨ
ル
ダ
ソ
と
エ
ジ
プ
ト
に
つ
い
て
考
察
し
て
見
よ
う
。

2

第
二
章
経
済
発
展

　
第
噌
節
　
ヨ
ル
ダ
ン

　
ヨ
ル
ダ
ソ
の
経
済
発
展
の
間
題
点
を
分
析
し
て
見
よ
う
。
ヨ
ル
ダ
ソ
経
済
は
一
九
二
一
年
以
来
の
施
策
の
結
果
現
在
繁
栄
の
側
面
を
達

成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
面
に
見
出
さ
れ
る
。
e
運
輸
、
通
信
、
保
健
衛
生
、
教
育
な
ど
基
本
的
な
イ
ン
フ
ラ
ス
ト

ラ
ク
チ
ュ
ア
の
改
善
。
⇔
所
得
分
配
は
未
だ
平
等
で
は
な
い
も
の
の
、
一
人
当
り
国
民
所
得
は
湾
岸
産
油
国
を
除
く
ア
ラ
ブ
諸
国
の
中
で

か
な
り
高
い
水
準
を
達
成
し
て
い
る
。
㊧
貧
困
の
緩
和
。
例
え
ば
生
活
水
準
指
数
（
℃
ξ
警
2
曾
毘
蔓
9
＝
富
一
包
実
）
に
よ
る
と
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

八
○
年
代
半
ば
の
ヨ
ル
ダ
ン
は
中
東
諸
国
の
中
で
極
め
て
高
い
水
準
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
㊨
自
由
市
場
経
済
の
確
立
、
で
あ
る
。

　
一
九
七
三
年
一
〇
月
戦
争
と
そ
れ
に
伴
な
っ
た
石
油
価
格
の
急
騰
後
ヨ
ル
ダ
ン
経
済
は
持
続
的
な
好
景
気
を
享
受
し
た
。
一
九
七
六
年
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か
ら
一
九
八
○
年
代
初
め
に
か
げ
て
、
G
D
P
の
年
間
成
長
率
は
一
貫
し
て
九
～
一
二
％
で
あ
っ
た
．
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
急
速
な
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

済
成
長
を
も
た
ら
し
た
要
因
の
内
二
つ
に
言
及
し
よ
う
。
第
一
に
ヨ
ル
ダ
ソ
人
は
湾
岸
産
油
国
で
出
稼
ぎ
労
働
に
従
事
し
、
彼
ら
の
本
国

送
金
が
ヨ
ル
ダ
ソ
経
済
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
っ
た
。
同
時
に
湾
岸
産
油
国
か
ら
ヨ
ル
ダ
ン
国
内
の
住
宅
、
商
業
部
門
へ
向
け
た
民
間
投

資
が
増
大
し
た
。
ま
た
湾
岸
産
油
国
か
ら
の
旅
行
者
増
加
に
よ
っ
て
観
光
収
入
が
増
大
し
た
。
一
方
政
府
べ
ー
ス
で
も
直
接
財
政
援
助
、

並
び
に
開
発
計
画
の
た
め
の
融
資
や
贈
与
の
形
で
湾
岸
産
油
国
か
ら
ヨ
ル
ダ
ン
に
向
け
て
多
額
の
資
金
還
流
が
行
わ
れ
て
き
た
。
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

贈
与
や
融
資
借
入
の
額
は
一
九
八
四
年
予
算
歳
入
総
額
の
四
一
％
に
も
の
ぼ
る
。

　
第
二
に
開
発
政
策
の
効
果
が
定
着
し
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
開
発
政
策
の
主
要
目
的
は
商
工
業
部
門
に
お
け
る
企
業
活
動
の
自
由
化
を

促
進
す
る
た
め
イ
ソ
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
を
整
備
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
商
業
や
工
業
そ
し
て
工
鉱
業
に

携
わ
る
よ
り
大
型
の
企
業
に
対
す
る
直
接
資
本
投
資
を
保
護
促
進
す
る
た
め
の
法
整
備
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
施
策
は
所
得
分

配
の
均
等
化
を
促
進
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
．
民
間
部
門
の
成
長
を
刺
激
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
ヨ
ル
ダ
ソ
経
済
が
非
常
に
脆
弱
な
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
食
品

加
工
業
の
よ
う
に
好
調
な
軽
工
業
が
過
去
三
五
年
間
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
技
術
指
導
に
よ
っ
て
進
展
を
見
た
も
の
の
、
重
工
業
に
つ
い
て

は
現
状
の
と
こ
ろ
十
分
な
国
際
競
争
力
を
持
つ
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
石
油
精
製
や
リ
ソ
酸
塩
や
カ
リ
の
採
鉱
な
ど
二
、

三
の
産
業
が
あ
る
に
は
あ
る
。
事
実
リ
ン
酸
塩
の
輸
出
は
外
貨
準
備
の
主
た
る
国
内
財
源
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
輸
出
所
得
が
国

際
価
格
の
変
動
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
化
学
肥
料
の
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
鉱
産
物
の
精
製
加
工
が
限
ら
れ
た
規
模
で

行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
一
九
五
四
年
に
農
業
は
G
D
P
の
三
〇
％
強
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
後
｝
九
七
六
年
ま
で
に
農
業
所
得
の
絶
対
額
は
二
倍
以
上
に
伸
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
に
も
拘
ら
ず
、
対
G
D
P
比
率
は
六
六
年
一
八
％
、
七
六
年
八
％
へ
と
減
少
し
た
。
一
九
七
三
年
に
ヨ
ル
ダ
ン
渓
谷
開
発
計
画
が
実
施

さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
、
耕
作
に
適
し
た
土
地
面
積
は
全
国
土
の
わ
ず
か
約
一
〇
％
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
農
業
近
代
化
の
試
み
は
ヨ

3
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ル
ダ
ソ
渓
谷
に
集
中
し
て
来
た
。
そ
の
結
果
ヨ
ル
ダ
ン
渓
谷
は
小
規
模
農
家
に
よ
っ
て
集
中
的
に
耕
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
果
物

や
野
菜
の
生
産
の
飛
躍
的
向
上
を
も
た
ら
し
た
。
同
渓
谷
の
生
産
性
は
降
雨
の
み
に
頼
っ
て
い
る
高
地
の
そ
れ
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。

　
ま
た
一
九
六
七
年
六
月
戦
争
で
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
を
失
っ
た
こ
と
は
農
業
特
に
果
物
と
野
菜
の
生
産
に
大
損
害
を
及
ぽ
し
た
。
可
耕
面

積
の
九
二
％
が
依
然
降
雨
の
み
に
頼
っ
て
い
る
状
況
で
は
、
収
穫
量
は
そ
の
年
の
降
雨
量
に
比
例
し
て
大
き
く
変
動
す
る
。
ヨ
ル
ダ
ソ
経

済
が
食
糧
品
の
国
内
消
費
量
の
内
半
分
以
上
を
輸
入
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
同
国
の
農
業
政
策
が
直
面
し
て
い
る
課
題
の
大
き

　
　
　
　
　
（
5
）

さ
を
示
し
て
い
る
。

　
サ
ー
ピ
ス
部
門
は
間
違
い
な
く
ヨ
ル
ダ
ソ
経
済
の
中
で
最
も
発
展
し
た
分
野
で
あ
り
、
ヨ
ル
ダ
ン
人
の
技
術
水
準
そ
し
て
専
門
職
や
管

理
職
と
し
て
の
実
績
は
ア
ラ
ブ
諸
国
の
中
で
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
一
九
二
一
年
か
ら
四
六
年
の
ト
ラ
ソ
ス
ヨ
ル
ダ
ソ
期
に
ト
ラ
ソ
ス
ヨ

ル
ダ
ン
、
シ
リ
ア
、
レ
バ
ノ
ン
、
パ
レ
ス
チ
ナ
間
の
移
住
が
進
み
、
そ
の
結
果
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
に
商
業
と
専
門
技
能
に
携
わ
る
人
々

　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
移
植
さ
れ
始
め
た
。
特
に
パ
レ
ス
チ
ナ
人
は
一
九
四
八
年
の
パ
レ
ス
チ
ナ
戦
争
の
後
大
量
の
難
民
と
な
っ
て
先
ず
ヨ
ル
ダ
ソ
川
西
岸
へ
、

次
い
で
六
八
年
の
戦
争
後
東
岸
へ
と
流
れ
込
ん
だ
。
彼
ら
は
そ
の
旺
盛
な
企
業
家
精
神
を
一
九
五
〇
年
代
の
初
頭
以
降
主
と
し
て
サ
ー
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ス
部
門
に
お
い
て
発
揮
し
、
そ
れ
は
西
岸
の
観
光
業
の
よ
う
な
国
内
の
み
な
ら
ず
湾
岸
産
油
諸
国
へ
の
出
稼
ぎ
に
ま
で
発
展
し
て
行
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

一
九
六
七
年
六
月
戦
争
以
前
に
お
い
て
ヨ
ル
ダ
ン
国
内
の
経
済
活
動
は
既
に
サ
ー
ビ
ス
部
門
へ
の
過
度
集
中
を
見
せ
て
い
た
。
一
九
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

年
に
は
労
働
人
口
の
三
七
％
に
当
た
る
一
五
万
人
が
出
稼
ぎ
労
働
に
従
事
し
て
い
た
。
一
九
八
三
年
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
政
府
や
軍
関
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

就
業
を
含
め
る
と
G
D
P
の
六
一
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
貿
易
収
支
の
推
移
は
絶
え
ず
赤
字
を
示
し
て
き
た
。
そ
れ
は
一
九
七
三
年
以
降
の
石
油
景
気
の
時
期
に
は
輸
入
の
急
増
に
よ
っ
て
更
に

顕
著
な
偏
り
と
な
っ
て
現
れ
た
。
貿
易
赤
字
は
一
九
六
六
年
に
は
五
七
〇
〇
万
ヨ
ル
ダ
ン
・
デ
ィ
！
ナ
ー
ル
（
J
D
）
だ
っ
た
の
が
、
七

二
年
に
は
七
七
〇
〇
万
J
D
、
次
い
で
七
六
年
に
は
二
億
七
〇
〇
〇
万
J
D
そ
し
て
八
四
年
に
は
八
億
一
〇
〇
〇
万
J
D
へ
と
拡
大
し
た
。

例
え
ば
現
在
の
ヨ
ル
ダ
ン
と
E
C
諸
国
の
貿
易
関
係
は
ヨ
ル
ダ
ン
か
ら
の
輸
出
、
一
に
対
し
て
E
C
か
ら
の
輸
入
、
四
〇
と
い
う
非
常
に

4



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

偏
っ
た
比
率
で
行
な
わ
れ
て
い
る
．
し
か
し
他
方
国
際
収
支
は
一
九
七
〇
年
代
後
半
貿
易
外
収
入
の
目
覚
ま
し
い
上
昇
に
よ
っ
て
微
か
な

が
ら
の
黒
字
に
な
る
ま
で
改
善
さ
れ
た
。
こ
れ
は
湾
岸
諸
国
で
働
く
ヨ
ル
ダ
ソ
人
か
ら
の
送
金
の
増
加
、
ア
ラ
ブ
産
油
国
か
ら
の
贈
与
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
増
大
、
総
じ
て
中
東
全
域
に
蓄
積
さ
れ
た
石
油
資
本
の
効
果
に
因
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
る
と
、
現
フ
サ
イ
ソ
国
王
（
串
竃
騨
影
串
浮
琶
・
）
の
政
権
は
経
済
発
展
の
領
域
に
お
け
る
正
統
性
獲
得

に
相
当
程
度
成
功
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
ア
ラ
ブ
諸
国
の
中
で
ヨ
ル
ダ
ン
の
得
た
石
油
資
本
の
割
合
は
比
較
的
小
さ
か
っ
た
が
、
そ

の
大
半
は
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
育
成
と
イ
ソ
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
の
整
備
に
用
い
ら
れ
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
会
に
経
済
的
恩
恵
を
浸
透
さ
せ
て

　
（
1
3
）

行
っ
た
。
そ
の
意
味
で
特
に
一
九
七
五
年
以
降
ヨ
ル
ダ
ソ
人
は
こ
れ
ら
の
経
済
開
発
の
恩
恵
に
与
か
る
こ
と
と
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

の
開
発
に
よ
っ
て
多
く
の
ヨ
ル
ダ
ソ
人
が
フ
サ
イ
ソ
政
権
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
．
更
に
経
済
開
発
と
民
主
化
の
相
関
性
を
見
て
み
る
と
、

ヨ
ル
ダ
ン
人
は
他
の
ア
ラ
ブ
諸
国
と
比
較
し
た
場
合
経
済
生
活
に
か
な
り
高
い
満
足
度
を
感
じ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
経
済
的
安
定
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

め
に
民
主
的
諸
権
利
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
す
る
大
衆
の
民
主
化
へ
の
消
極
的
心
理
を
生
み
出
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
裏
側
で
は
、
こ
の

よ
う
な
経
済
的
恩
典
の
水
準
の
高
さ
は
主
と
し
て
湾
岸
諸
国
の
石
油
資
本
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
来
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
九
八
○

年
代
初
期
以
降
湾
岸
諸
国
で
の
石
油
生
産
過
剰
と
そ
れ
に
伴
っ
た
不
景
気
は
既
に
ヨ
ル
ダ
ソ
経
済
に
対
し
て
も
悪
影
響
を
与
え
始
め
て
い

る
。
従
っ
て
中
長
期
的
な
将
来
を
展
望
す
る
な
ら
ば
．
経
済
発
展
に
基
づ
い
た
正
統
性
の
論
拠
は
あ
る
程
度
侵
食
さ
れ
、
や
が
て
大
衆
の

政
治
に
対
す
る
関
心
を
高
め
る
原
因
と
な
る
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

アラブ政権の正統性

　
第
二
節
　
エ
ジ
ブ
ト

　
一
九
二
〇
年
以
来
現
在
に
至
る
エ
ジ
ブ
ト
の
経
済
発
展
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
ヨ
ル
ダ
ン
と
比
較
す
る
と
幾
つ
か
の
基
本
的
な

相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
。

　
そ
の
一
つ
は
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
は
遥
か
十
九
世
紀
前
半
に
ム
ハ
ソ
マ
ド
・
ア
リ
ー
王
朝
が
打
ち
建
て
ら
れ
て
以
来
、
西
欧
化
が
開
始

5



法学研究62巻9号（’89：9）

さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
っ
て
一
九
一
九
年
の
反
英
抗
議
行
動
の
高
ま
り
、
二
三
年
の
英
国
保
護
領
か
ら
の
「
独
立
」
．
憲
法

採
用
に
よ
る
立
憲
君
主
制
の
「
成
立
」
と
い
う
時
代
に
は
、
す
で
に
後
進
性
を
有
し
な
が
ら
も
あ
る
程
度
発
達
し
た
経
済
社
会
が
成
立
し

て
い
た
。
一
方
当
時
の
ヨ
ル
ダ
ン
は
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
が
チ
ャ
ー
チ
ル
と
の
協
定
に
基
づ
い
て
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
首
長
国
を
建
国
し
、

そ
れ
ま
で
一
寒
村
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ア
ソ
マ
ソ
に
首
都
を
定
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
援
助
の
も
と
町
作
り
、
国
作
り
を
始
め
た
ば
か
り
で
あ
っ

た
。　

そ
こ
で
ま
ず
両
大
戦
間
期
エ
ジ
プ
ト
の
経
済
社
会
を
素
描
し
て
み
よ
う
。
農
業
生
産
は
一
九
世
紀
の
間
に
一
二
倍
に
増
え
、
一
九
一
四

ま
で
に
更
に
二
倍
に
伸
び
た
。
こ
の
間
エ
ジ
プ
ト
農
業
は
自
給
自
足
農
業
か
ら
綿
花
な
ど
の
商
品
作
物
を
主
体
と
す
る
営
利
的
経
営
へ
と

年
発
展
す
る
．
し
か
し
灌
潅
、
可
耕
地
の
拡
大
事
業
は
一
九
一
四
年
ま
で
に
大
部
分
完
成
し
、
そ
の
後
は
五
二
年
ま
で
に
可
耕
地
が
一
六

％
、
作
付
面
積
が
三
〇
％
拡
大
す
る
に
留
ま
っ
た
。
一
九
二
三
年
農
業
投
資
は
年
間
総
投
資
額
の
％
を
占
め
て
い
た
が
、
五
二
年
に
は
二

分
の
一
以
下
に
ま
で
縮
小
し
た
。
因
み
に
同
時
期
の
工
業
投
資
は
九
％
か
ら
二
五
％
近
く
へ
、
ま
た
金
融
業
・
商
業
・
保
険
業
に
対
す
る

投
資
は
六
％
か
ら
一
七
％
へ
と
上
昇
し
て
い
る
．
一
方
人
口
は
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
三
七
年
に
か
け
て
六
七
％
増
加
し
、
六
七
年
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
更
に
倍
増
し
た
．
従
っ
て
農
業
生
産
は
こ
の
人
口
増
に
追
い
付
か
な
か
っ
た
。

　
大
土
地
所
有
制
は
富
の
主
要
な
所
有
形
態
で
あ
り
ま
た
政
治
権
力
の
基
盤
と
な
っ
た
。
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
大
所
有
地
（
五
〇
エ

ー
カ
ー
以
上
）
、
中
所
有
地
（
五
工
ー
カ
ー
以
上
五
〇
エ
ー
ヵ
－
未
満
）
お
よ
び
小
所
有
地
（
五
工
ー
カ
ー
以
下
）
の
所
有
分
布
を
見
る
と
、
一
九

〇
〇
年
に
は
土
地
所
有
者
総
数
の
一
七
％
が
耕
作
地
総
面
積
の
七
八
％
を
所
有
し
て
い
た
が
、
五
二
年
に
は
六
％
が
六
五
％
を
所
有
す
る

形
に
な
り
残
る
三
五
％
の
耕
作
地
は
二
六
〇
万
の
小
土
地
所
有
者
に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
そ
の
大
部
分
は
半
工
ー
カ
ー
未
満
の
土
地
で
あ
っ

（
1
7
）た

。
大
土
地
所
有
制
は
強
化
さ
れ
て
、
従
来
か
ら
の
土
地
な
し
農
民
大
衆
に
加
え
小
土
地
所
有
農
民
の
多
く
も
同
様
に
大
所
有
地
で
の
雇

用
機
会
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
農
村
に
お
け
る
余
剰
労
働
人
口
は
農
民
の
所
得
を
極
め
て
低
い
水
準
に
据

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

え
置
く
こ
と
に
な
っ
た
．
そ
れ
億
ま
た
職
を
求
め
る
農
村
か
ら
都
市
へ
の
労
働
移
動
を
加
速
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
カ
イ
ロ
は
一
五
〇

6
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万
人
を
包
容
す
る
都
市
機
能
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
の
人
口
水
準
は
移
住
者
の
大
量
流
入
（
一
九
三
七
年
～
四
七
年
に
約
六
〇
万
人
）
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

て
二
次
大
戦
中
に
突
破
さ
れ
た
。

　
民
族
資
本
に
よ
る
初
期
工
業
化
は
一
九
二
〇
年
代
に
着
手
さ
れ
た
．
一
九
二
〇
年
の
エ
ジ
プ
ト
銀
行
（
oo
㊤
爵
困
貯
）
設
立
が
そ
れ
で
あ

る
。
ミ
ス
ル
財
閥
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
資
本
の
活
動
は
主
に
綿
工
業
の
拡
大
に
向
け
ら
れ
た
。
工
業
労
働
人
口
は
一
九
一
九
年
二
五
万
．

三
九
年
に
は
一
〇
〇
万
を
越
え
五
二
年
に
は
二
〇
〇
万
近
く
に
達
し
た
が
、
そ
れ
で
も
一
九
五
〇
年
に
お
い
て
総
労
働
人
口
の
十
分
の
一

を
占
め
る
に
留
ま
っ
た
。
投
資
額
は
一
九
一
九
年
か
ら
三
九
年
の
間
に
工
業
部
門
の
主
要
企
業
に
つ
い
て
見
る
と
年
間
七
〇
〇
万
か
ら
二

四
〇
〇
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ソ
ド
ヘ
上
昇
し
、
商
業
投
資
は
一
〇
倍
に
拡
大
し
て
い
る
．
初
期
工
業
化
は
一
九
三
〇
年
以
降
急
速
に
展
開
し
、

繊
維
、
砂
糖
、
食
料
品
の
国
内
生
産
が
増
大
す
る
一
方
、
製
造
品
の
輸
入
は
三
〇
年
代
を
通
じ
て
減
少
し
た
．
し
か
し
そ
れ
で
も
一
九
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

○
年
の
国
民
総
生
産
に
占
め
る
工
業
の
割
合
は
一
〇
％
～
一
五
％
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　
エ
ジ
プ
ト
の
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ズ
ィ
ー
は
大
土
地
所
有
に
基
づ
い
て
社
会
的
地
位
と
政
治
的
影
響
力
を
打
ち
建
て
、
一
九
二
〇
年
代
以

降
ワ
フ
ド
党
、
自
由
党
な
ど
の
指
導
部
を
構
成
し
て
政
治
指
導
を
行
な
っ
た
．
そ
の
際
こ
の
大
地
主
層
は
工
業
、
商
業
に
も
活
動
領
域
を

拡
げ
た
。
従
っ
て
両
大
戦
間
期
の
初
期
工
業
化
を
指
導
し
た
の
は
商
工
業
部
門
の
新
興
中
産
階
級
で
は
な
く
実
際
に
は
地
主
階
級
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
彼
ら
は
概
し
て
当
時
の
農
業
近
代
化
、
工
業
化
が
抱
え
て
い
た
諸
問
題
、
例
え
ば
大
土
地
所
有
制
の
是
正
や
労
働
条
件
を
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

善
す
る
立
法
措
置
を
な
お
ざ
り
に
し
た
。
貧
困
を
軽
減
し
階
層
間
移
動
性
を
高
め
る
た
め
の
政
策
は
極
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
一
人
当
り
G
N
P
は
一
九
一
四
年
に
一
〇
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
も
の
が
、
五
二
年
に
至
っ
て
も
同
値
の
ま
ま
留
ま

　
　
（
2
2
）

っ
て
い
た
。
二
次
大
戦
中
の
急
激
な
物
価
上
昇
を
考
慮
す
れ
ば
実
質
一
人
当
り
G
N
P
は
む
し
ろ
低
下
し
て
い
た
。
す
で
に
格
差
の
大
き

か
っ
た
所
得
分
配
は
更
に
分
極
化
し
た
。
大
半
の
エ
ジ
プ
ト
人
の
消
費
生
活
は
苦
し
く
な
る
と
と
も
に
そ
の
健
康
状
態
も
悪
化
し
て
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

た
。
平
均
的
国
民
の
生
活
水
準
は
向
上
を
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
両
大
戦
間
期
エ
ジ
プ
ト
の
経
済
社
会
は
基
本
的
に
は
貧
富
の
格

差
の
大
き
い
二
重
構
造
を
有
し
て
い
た
。

7
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こ
の
よ
う
な
経
済
的
背
景
の
下
で
一
九
五
二
年
の
軍
部
革
命
は
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
五
二
年
の
軍
部
革
命
以
来
今
日
ま
で
の
三
五
年
余
り
の
間
、
革
命
政
権
は
国
家
建
設
の
試
行
錯
誤
を
続
け
、
近
代
化
戦
略
と
し
て

一
九
六
〇
年
代
に
は
「
ア
ラ
ブ
社
会
主
義
」
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
「
門
戸
開
放
経
済
政
策
」
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
し
か
し
未
だ
は
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勿
）

ば
か
し
い
成
果
は
上
が
っ
て
い
な
い
。
一
九
八
七
年
の
一
人
当
り
G
N
P
は
七
〇
〇
米
ド
ル
相
当
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代

に
お
い
て
ナ
セ
ル
政
権
は
国
家
統
制
型
の
工
業
化
に
取
り
組
ん
だ
。
実
際
に
は
非
能
率
な
官
僚
組
織
と
公
共
部
門
が
肥
大
化
し
、
ま
た
下

層
大
衆
の
生
活
水
準
を
保
護
す
る
目
的
で
価
格
統
制
、
生
活
必
需
品
に
対
す
る
補
助
金
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
一
九
六
七
年
六

月
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
戦
大
敗
北
の
影
響
も
重
な
り
、
六
〇
年
代
末
に
は
国
家
財
政
、
国
際
収
支
が
悪
化
し
経
済
成
長
は
停
滞
し
た
。

　
一
九
七
三
年
一
〇
月
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
戦
限
定
的
勝
利
の
後
．
サ
ダ
ト
は
自
由
主
義
経
済
へ
の
転
換
を
図
り
国
内
外
か
ら
民
間
投
資
を

引
き
出
そ
う
と
努
め
た
。
対
外
的
に
は
西
側
諸
国
特
に
ア
メ
リ
カ
と
の
政
治
、
経
済
的
な
結
び
付
き
が
強
め
ら
れ
た
。
こ
の
政
策
は
民
間

部
門
の
工
業
生
産
シ
ェ
ア
を
高
め
よ
り
開
放
的
な
金
融
制
度
を
打
ち
立
て
る
上
で
一
定
の
効
果
を
あ
げ
た
。
ま
た
一
九
七
〇
年
代
後
半
エ

ジ
プ
ト
経
済
は
石
油
収
入
と
経
済
援
助
の
増
大
に
よ
っ
て
活
性
化
し
た
。
し
か
し
公
共
部
門
の
能
率
化
、
財
政
改
革
は
一
向
に
進
ま
な
か

っ
た
。
I
M
F
の
勧
告
に
基
づ
く
生
活
必
需
品
に
対
す
る
補
助
金
削
減
は
一
九
七
七
年
一
月
の
食
糧
暴
動
を
惹
き
起
こ
し
た
た
め
撤
回
さ

れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
更
に
高
ま
っ
た
投
資
は
生
産
部
門
で
は
な
く
商
業
・
金
融
・
不
動
産
な
ど
の
消
費
部
門
に
集
中
し
、
少
数
の
新

　
　
　
　
　
　
　
　
（
25
）

興
成
金
を
生
み
出
し
た
。

　
一
九
八
一
年
一
〇
月
の
サ
ダ
ト
暗
殺
後
成
立
し
た
ム
バ
ラ
ク
政
権
下
の
経
済
は
、
以
上
に
述
べ
た
サ
ダ
ト
時
代
の
間
題
点
を
そ
の
ま
ま

受
け
継
ぎ
、
改
善
さ
れ
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
少
し
ず
つ
悪
化
し
て
い
る
。
為
替
制
度
の
改
革
、
生
活
必
需
品
に
対
す
る
補
助
金
削
減
、
金

利
引
き
上
げ
な
ど
が
断
行
さ
れ
な
い
で
い
る
。
一
九
八
○
年
代
前
半
、
e
石
油
収
入
、
⇔
湾
岸
産
油
国
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
本
国
送
金
、

㊧
観
光
収
入
、
㊨
ス
エ
ズ
運
河
収
入
、
㊨
経
済
援
助
に
よ
る
外
貨
収
入
の
増
大
に
基
づ
い
て
、
エ
ジ
プ
ト
経
済
は
七
〇
年
代
後
半
に
引
き

続
き
急
成
長
を
続
け
た
。
し
か
し
一
九
八
五
年
か
ら
八
六
年
に
か
け
て
ア
ラ
ブ
全
域
の
景
気
は
石
油
価
格
の
下
落
に
伴
っ
て
後
退
し
、
当



アラブ政権の正統性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
26
）

然
に
エ
ジ
プ
ト
の
外
貨
収
入
は
急
激
に
減
少
し
た
．
一
九
八
七
年
対
外
累
積
貴
務
は
四
五
〇
億
ド
ル
を
越
え
た
。
一
九
八
七
年
五
月
、
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

M
F
の
緊
急
融
資
の
見
返
り
と
し
て
為
替
制
度
の
改
革
に
着
手
し
、
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ソ
ド
を
大
幅
に
切
り
下
げ
た
。
こ
れ
は
観
光
収
入
の

増
大
を
意
図
し
て
い
た
が
、
他
面
年
間
物
価
上
昇
率
は
三
〇
％
を
越
え
る
こ
と
に
な
り
、
中
産
階
級
以
下
の
エ
ジ
プ
ト
人
の
経
済
生
活
を

　
　
　
　
　
　
　
（
28
）

一
層
圧
迫
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
済
的
不
満
の
蓄
積
は
民
主
化
の
要
求
、
イ
ス
ラ
ム
・
フ
ァ
ン
ダ
メ
ソ
タ
リ
ズ
ム
な
ど
反
政
府
運
動
を

高
揚
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
五
二
年
革
命
以
降
の
経
済
開
発
は
社
会
の
底
辺
か
ら
生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
る
ま
で
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
人
口
の
約

六
〇
％
を
占
め
る
下
層
大
衆
と
中
産
階
級
以
上
の
人
々
の
間
に
は
容
易
に
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
厚
い
壁
が
存
在
し
、
革
命
前
か

ら
の
問
題
が
継
続
し
て
い
る
．
た
だ
し
中
産
階
級
以
上
の
人
口
が
増
え
た
分
そ
の
厚
い
壁
の
位
置
が
多
少
下
方
へ
移
動
し
た
と
い
う
こ
と

は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ヨ
ル
ダ
ソ
と
比
較
す
る
と
、
エ
ジ
プ
ト
の
経
済
開
発
の
歴
史
は
遥
か
に
古
く
ま
た
そ
の
結
果
早
く
か
ら
労
働
運
動
の
発
生
な
ど
経
済
社

会
の
発
達
、
複
雑
化
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
両
国
の
人
口
は
ヨ
ル
ダ
ン
、
東
岸
二
五
〇
万
、
西
岸
一
二
五
万
、
エ
ジ
プ
ト
四
六
〇
〇
万
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
29
）

人
口
規
模
が
全
く
異
な
り
、
エ
ジ
プ
ト
経
済
に
は
強
い
人
口
圧
力
が
か
か
っ
て
い
る
。
一
方
ヨ
ル
ダ
ソ
経
済
に
お
い
て
は
湾
岸
産
油
国
か

ら
流
れ
込
ん
だ
資
本
の
利
用
に
際
し
パ
レ
ス
チ
ナ
人
が
持
ち
前
の
商
才
を
発
揮
し
て
貢
献
し
た
。
こ
う
し
て
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
ヨ

ル
ダ
ン
に
お
け
る
経
済
的
福
祉
の
水
準
は
向
上
し
、
庶
民
の
経
済
的
不
満
は
か
な
り
の
程
度
縮
小
し
た
。
こ
れ
に
対
し
今
世
紀
の
エ
ジ
プ

ト
社
会
に
は
恒
常
的
に
経
済
的
不
満
が
蔓
延
し
、
政
治
的
暴
力
、
政
治
的
不
安
定
を
生
み
出
す
土
壌
に
な
り
、
延
い
て
は
政
権
の
正
統
性

を
浸
食
す
る
主
要
な
要
因
を
作
り
出
し
て
い
る
。

9
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第
三
章
　
政
治
体
制
の
民
主
化

　
第
幽
節
　
ヨ
ル
ダ
ン

　
ヨ
ル
ダ
ソ
の
政
治
制
度
に
関
す
る
諸
問
題
に
目
を
向
け
て
見
よ
う
。
当
然
な
が
ら
ハ
ー
シ
ム
家
の
政
治
支
配
の
究
極
的
目
標
は
絶
え
ず

中
央
集
権
体
制
の
下
で
彼
ら
の
権
力
を
安
定
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
置
か
れ
て
来
た
。
彼
ら
が
一
九
世
紀
末
に
ア
ブ
ド
ゥ
ル
．
ハ
、
ミ
ー
ド

（
＞
匿
三
穿
三
α
）
の
人
質
と
し
て
イ
ス
タ
ソ
ブ
ー
ル
に
強
制
的
に
居
住
さ
せ
ら
れ
て
以
来
、
　
ハ
ー
シ
ム
家
一
族
は
ヨ
ー
・
ッ
パ
文
化
の
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

化
を
色
々
な
面
で
あ
る
程
度
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
（
》
呂
昆
喜
）
に
よ
る
国
家
建
設
が
始
ま
っ

た
時
、
彼
は
立
憲
制
度
に
基
づ
い
た
近
代
国
家
組
織
を
部
分
的
に
作
り
出
す
こ
と
に
乗
り
出
し
た
．
こ
れ
に
対
し
て
都
市
部
の
民
族
主
義

者
と
反
政
権
分
子
の
小
規
模
グ
ル
ー
プ
は
代
議
制
の
欠
如
と
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
監
視
に
対
し
て
反
対
を
唱
え
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
一
九

二
〇
年
代
を
通
じ
て
議
会
開
設
運
動
を
展
開
し
た
。
一
九
二
八
年
英
国
・
ヨ
ル
ダ
ン
条
約
が
調
印
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
国
家
組
織
法
が

添
付
さ
れ
、
そ
の
実
権
は
乏
し
か
っ
た
が
間
接
選
挙
に
よ
る
議
会
に
関
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
こ
の
法
律
に
基
づ
い
た
最
初

の
国
会
は
政
府
法
案
に
反
対
し
た
時
点
で
首
長
に
よ
っ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
そ
の
後
ハ
ー
シ
ム
家
の
ヨ
ル
ダ
ン
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

王
と
議
会
の
間
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
対
立
関
係
の
前
兆
で
あ
っ
た
。

　
一
九
五
〇
年
に
西
岸
を
正
式
に
併
合
ー
実
際
に
は
こ
れ
は
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
王
暗
殺
事
件
の
直
前
1
し
た
後
、
彼
は
気
乗
り
は
し

な
か
っ
た
も
の
の
憲
法
改
正
を
約
束
し
た
。
更
に
彼
は
ア
ラ
ブ
世
界
で
彼
の
信
用
を
揺
る
が
せ
る
こ
と
に
な
る
対
イ
ス
ラ
エ
ル
秘
密
和
平

交
渉
を
推
進
し
、
そ
の
責
任
を
分
担
さ
せ
る
た
め
に
宮
廷
政
治
家
の
力
を
求
め
た
。
こ
の
こ
と
は
宮
廷
政
治
家
が
国
王
と
は
別
の
重
要
性

を
獲
得
し
始
め
る
の
を
可
能
に
し
た
。
宮
廷
政
治
家
の
重
要
性
は
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
の
死
後
一
層
強
ま
っ
た
。
パ
レ
ス
チ
ナ
戦
争
後
に
ヨ

ル
ダ
ン
の
市
民
権
を
取
得
し
た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
は
、
一
九
五
〇
年
代
初
期
に
立
法
機
関
に
政
策
決
定
に
つ
い
て
の
発
言
権
を
付
与
す
る
目

的
で
憲
法
敬
正
要
求
を
唱
え
た
。
こ
の
要
求
に
答
え
て
宮
廷
政
治
家
は
憲
法
改
正
を
促
進
し
た
。
こ
れ
ら
の
動
き
の
全
般
的
帰
結
は
王
一

10



アラブ政権の正統性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

人
の
手
か
ら
宮
廷
政
治
家
集
団
へ
と
権
力
が
委
譲
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
続
い
て
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
動
乱
の
一
〇
年
間
に
起
こ
っ
た
国
内
の
政
治
展
開
は
、
限
定
的
で
は
あ
る
が
民
主
化
が
進
行
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
フ
サ
イ
ン
政
権
の
正
統
性
が
低
下
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
議
会
活
動
が
継
続
さ
れ
る
一
方
で
、
弱
冠
二
〇
歳
代

の
国
王
は
一
九
六
〇
年
代
初
め
ま
で
に
強
力
な
支
配
権
を
打
ち
立
て
た
．
反
対
勢
力
は
く
す
ぶ
り
続
け
た
が
、
彼
は
大
部
分
封
じ
込
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

政
党
活
動
は
禁
止
さ
れ
、
民
主
化
を
要
求
し
続
け
た
野
党
指
導
者
は
投
獄
さ
れ
た
．

　
そ
の
後
フ
サ
イ
ン
は
一
九
六
七
年
六
月
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
戦
争
で
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
を
占
領
さ
れ
る
と
い
う
特
異
な
政
治
環
境
の
中
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

徹
底
し
た
反
民
主
化
に
転
じ
、
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
議
会
を
任
命
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
フ
サ
イ
ン
政
権
は

全
国
的
な
地
方
、
地
域
制
度
の
改
革
に
照
準
を
当
て
、
幾
つ
か
の
組
織
で
は
官
公
吏
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
．
国
会
は
一
九
六
七
年
以
来

閉
会
さ
れ
七
四
年
以
降
活
動
を
停
止
し
て
い
た
が
、
八
四
年
フ
サ
イ
ン
は
こ
れ
を
復
活
さ
せ
た
。
こ
れ
は
西
岸
に
急
増
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
〉

植
地
が
イ
ス
ラ
エ
ル
領
土
拡
張
を
既
成
事
実
化
し
て
し
ま
う
前
に
被
占
領
地
の
何
が
し
か
を
取
り
戻
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
し
か

し
中
央
レ
ペ
ル
で
の
政
治
制
度
、
手
続
き
の
改
革
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
方
フ
サ
イ
ン
政
権
は
軍
部
の
忠
誠
の
獲
得
と
総
合
情
報
部

（
O
魯
Φ
邑
蜀
琶
凝
窪
8
）
と
呼
ば
れ
る
保
安
部
隊
に
よ
っ
て
人
口
三
〇
〇
万
と
い
う
管
理
し
や
す
い
規
模
の
社
会
を
効
果
的
に
監
視
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

と
に
成
功
し
た
。
こ
の
監
視
に
は
民
間
人
の
旅
券
の
管
理
と
マ
ス
コ
ミ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
が
含
ま
れ
て
い
る
．
一
九
七
〇
年
代
後
半

か
ら
八
○
年
代
前
半
に
か
け
て
同
政
権
の
正
統
性
を
揺
る
が
す
よ
う
な
諸
問
題
は
さ
ほ
ど
表
面
化
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
国
王
が
国
内
統

治
の
問
題
に
か
な
り
の
配
慮
を
施
し
た
こ
と
、
ヨ
ル
ダ
ン
人
が
そ
の
活
力
を
燃
焼
さ
せ
る
際
政
治
よ
り
も
例
え
ば
経
済
活
動
な
ど
別
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

法
を
選
ん
だ
こ
と
が
そ
の
主
な
理
由
で
あ
っ
た
．

　
こ
う
し
た
政
治
制
度
上
の
進
展
と
並
行
し
て
フ
サ
イ
ソ
は
一
九
七
〇
年
代
が
進
む
に
つ
れ
、
か
な
り
高
度
の
個
人
的
正
統
性
を
培
っ
て

行
っ
た
。
ヨ
ル
ダ
ソ
人
の
多
く
は
勿
論
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
含
め
て
、
国
王
に
個
人
的
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。
ま
た
正
直
で
勇
敢
な
性
格
の

持
ち
主
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
．
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
初
期
に
か
け
て
直
面
し
た
数
多
く
の
逆
境
の
中
で
彼
が
生
き
延
び
て
来

11
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た
と
い
う
事
実
と
彼
の
在
位
期
附
の
長
さ
は
．
更
に
正
統
性
を
増
す
要
素
と
な
ウ
て
い
る
．
加
え
て
フ
サ
イ
ン
は
ヨ
ル
ダ
ン
川
東
岸
出
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
38
）

者
と
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
間
の
仲
立
ち
と
し
て
両
者
間
に
潜
在
す
る
社
会
的
対
立
、
衝
突
を
抑
制
す
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
中
央
レ
ベ
ル

で
政
治
参
加
の
制
度
と
手
続
き
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
同
政
権
に
よ
る
政
治
活
動
の
正
統
性
は
国
王
個
人
の
カ
リ
ス
マ
に
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
39
）

拠
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
従
っ
て
王
位
を
継
承
す
る
時
点
で
後
継
者
間
題
が
発
生
す
る
場
合
に
は
政
治
的
緊
張
が
高
ま
る
危
険
性
が
あ

る
。

12

　
第
二
節
　
エ
ジ
プ
ト

　
エ
ジ
プ
ト
の
政
治
制
度
の
発
展
を
跡
付
け
て
見
よ
う
。
一
九
世
紀
後
半
早
く
も
国
民
党
（
串
霞
浮
瑞
奉
訂
邑
に
結
集
さ
れ
る
立
憲
運
動

が
高
ま
り
、
憲
法
を
起
草
し
、
責
任
内
閣
制
、
予
算
審
議
権
を
要
求
し
た
。
こ
の
運
動
は
一
八
八
二
年
オ
ラ
ー
ビ
ー
運
動
を
鎮
圧
し
た
英

軍
に
よ
る
エ
ジ
プ
ト
占
領
に
よ
っ
て
同
様
に
挫
折
し
た
。
西
欧
的
な
議
会
主
義
は
初
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
中
に
も
う
す
で
に
内
包

さ
れ
て
い
た
。

　
第
二
の
議
会
政
治
の
波
は
一
九
二
三
年
英
保
護
領
か
ら
の
独
立
に
伴
な
い
自
由
主
義
的
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
ワ
フ
ド
党
を
中
心
と
し
て

両
大
戦
間
期
に
訪
れ
た
。
し
か
し
こ
の
三
〇
年
間
ワ
フ
ド
党
は
多
数
党
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
権
を
握
っ
た
の
は
七
年
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
こ
の
間
議
会
政
治
の
腐
敗
、
特
に
ワ
フ
ド
党
内
部
の
腐
敗
が
増
大
し
て
行
き
、
政
権
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
完
全
独
立
の
達
成
と

社
会
経
済
改
革
に
失
敗
し
て
正
統
性
を
失
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
う
し
て
一
九
五
二
年
七
月
の
軍
部
革
命
が
起
こ
る
が
、
自
由
将
校
団
は
革
命
後
の
指
導
部
を
掌
握
し
た
時
議
会
民
主
主
義
を
政
治
的

不
安
定
の
原
因
と
し
て
否
定
し
、
一
九
五
三
年
一
月
全
政
党
を
解
散
さ
せ
た
。
以
後
ナ
セ
ル
体
制
の
下
で
単
一
政
党
が
「
解
放
戦
線
」

（
一
九
五
三
年
～
五
七
年
）
「
国
民
連
合
」
（
一
九
五
七
年
～
六
二
年
）
「
ア
ラ
ブ
社
会
主
義
連
合
（
A
S
U
）
」
（
一
九
六
二
年
～
七
四
年
）
と
い
う
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

で
権
威
主
義
的
支
配
を
行
な
っ
た
。



　アラブ政権の正統性

表1　1976年総選挙結果

TABLE1
THE1976PARLIAMENTARY ELECTIONS

Percent

Elected in　the

Organization Candidates Seats Assembly

Egypt’s　Arab　Socialist　Forum 527 280 81．8

Liberal　Socialist　Forum 171 12 3．6

Nationalist　Progressive　Unionist　Forum 65 2 0．6

Independents 897 48 14．0

Tota1 1，660 342 100．0

Source：Aly，一Democratisation　in　Egypt，’p14．

・表2　1979年総選挙結果

TABLE2
THE1979PARLIAMENTARY ELECTIONS

Percent

Elected in　the

Organization Candidates Seats Assembly

National　Democratic　Party 362 330 88．7

Socialist　Labor　Party 182 29 7．7

Liberal　Socialist　Party 87 3 0．9

Nationalist　Progressive　Unionist　party 34 0 0．0

Independents 1，192 10 2．7

Tota1 1，857 372 100．0

Source：Aly，‘Democratisation　in　Egypt，’p．16．Correction　added．

　
ナ
セ
ル
急
死
に
伴
っ
て
一
九
七
〇
年

大
統
領
に
就
任
し
た
サ
ダ
ト
は
ア
リ

ー
・
サ
ブ
リ
ー
に
代
表
さ
れ
る
ナ
セ
ル

主
義
者
左
派
の
拠
点
で
あ
っ
た
A
S
U

の
支
配
力
を
切
り
崩
し
て
自
己
の
権
力

基
盤
を
拡
大
強
化
す
る
た
め
に
自
由
化

の
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
一
九
七
三
年

一
〇
月
戦
争
の
限
定
的
勝
利
の
後
エ
ジ

プ
ト
の
国
際
環
境
が
ア
メ
リ
カ
主
導
の

和
平
交
渉
を
中
心
と
し
て
急
激
に
親
米

的
な
方
向
へ
再
編
成
さ
れ
て
行
く
中
で
、

政
治
自
由
化
の
方
針
も
よ
り
明
確
な
も

の
と
な
っ
た
。
一
九
七
六
年
サ
ダ
ト
は

限
定
的
な
複
数
政
党
制
を
導
入
し
、
上

か
ら
の
民
主
化
を
図
っ
た
。
同
年
一
〇

月
人
民
議
会
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
そ
の

結
果
は
表
1
の
通
り
で
あ
っ
た
。
自
由

化
さ
れ
た
政
治
環
境
の
中
で
野
党
の
活

動
は
活
発
に
な
り
、
一
九
七
七
年
一
月

13
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の
食
糧
暴
動
、
七
八
年
九
月
の
キ
ャ
ン
プ
・
デ
ー
ビ
ッ
ト
合
意
、
七
九
年
三
月
0
エ
ジ
ブ
ト
・
イ
ス
ラ
エ
ル
平
和
条
約
そ
し
て
そ
れ
に
続

く
両
国
関
係
の
正
常
化
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
っ
た
。
こ
こ
で
サ
ダ
ト
は
引
き
締
め
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
八
一
年
一
〇

月
に
暗
殺
さ
れ
る
ま
で
イ
ス
ラ
ム
主
義
運
動
を
含
む
野
党
指
導
者
．
反
体
制
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
知
識
人
の
逮
捕
、
野
党
出
版
物
の

発
禁
等
の
措
置
を
強
め
て
い
っ
た
。
表
2
は
一
九
七
九
年
六
月
に
行
な
わ
れ
た
総
選
挙
の
結
果
で
あ
る
．
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
社
会
主
義

党
（
国
鶏
宮
．
¢
≧
ぎ
の
8
芭
禦
勺
畦
受
前
回
総
選
挙
直
後
に
政
策
集
団
か
ら
政
党
へ
替
わ
っ
た
）
は
一
九
七
八
年
自
主
解
散
し
、
サ
ダ
ト
を
党
主

と
す
る
国
民
民
主
党
（
Z
畳
。
轟
一
U
§
8
翼
ざ
℃
偶
詳
闇
）
に
衣
替
え
し
た
。
ま
た
同
年
社
会
主
義
労
働
党
（
の
8
芭
響
審
ぎ
噌
評
吋
§
が
革
命
前

の
青
年
エ
ジ
プ
ト
党
員
を
母
体
に
結
党
さ
れ
、
サ
ダ
ト
に
「
忠
実
な
野
党
」
と
し
て
活
動
を
認
め
ら
れ
た
。
前
回
の
総
選
挙
に
比
べ
公
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
41
）

さ
に
欠
け
、
主
要
な
野
党
は
S
L
P
の
み
と
な
り
国
民
民
主
党
の
圧
倒
的
多
数
が
確
保
さ
れ
た
。

　
一
九
八
○
年
代
ム
バ
ラ
ク
政
権
下
に
お
け
る
政
治
制
度
の
変
化
は
一
九
七
六
年
か
ら
七
八
年
に
か
け
て
サ
ダ
ト
が
試
み
た
限
定
的
複
数

政
党
制
を
更
に
一
層
押
し
進
め
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
議
会
民
主
政
治
は
前
進
、
後
退
の
ジ
グ
ザ
グ
で
は
な
く
直
線
的
に
徐
々
に
前
進
し

て
来
た
と
い
う
点
に
あ
る
．
こ
の
よ
う
な
統
治
形
態
に
は
ム
バ
ラ
ク
個
人
の
慎
重
で
融
和
的
な
性
格
も
反
映
さ
れ
て
い
る
．
特
に
サ
ダ
ト

と
異
な
り
ム
バ
ラ
ク
は
司
法
部
へ
の
不
介
入
の
姿
勢
を
採
っ
て
い
る
。
政
党
法
、
選
挙
法
を
め
ぐ
っ
て
野
党
に
有
利
な
判
決
が
出
て
い
る
。

一
九
八
三
年
一
〇
月
国
家
評
議
会
行
政
法
廷
は
新
ワ
フ
ド
党
（
Z
霜
≦
騨
旨
評
『
蔓
）
の
活
動
再
開
を
許
可
し
た
。
翌
一
九
八
四
年
五
月
ム

バ
ラ
ク
政
権
下
初
の
総
選
挙
が
新
し
い
選
挙
法
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
新
選
挙
法
は
比
例
代
表
制
を
導
入
し
た
初
め
て
の
試
み
で

あ
り
、
各
政
党
が
用
意
し
た
候
補
者
名
簿
に
投
票
す
る
方
式
を
採
用
し
た
。
し
か
し
同
時
に
得
票
数
が
全
国
有
効
投
票
総
数
の
八
％
に
達

し
な
か
っ
た
政
党
は
議
席
配
分
の
権
利
を
失
な
い
、
第
一
党
に
自
党
の
得
票
数
を
譲
り
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
野
党
に
と
っ

て
非
常
に
不
利
な
条
件
が
課
せ
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
表
3
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
野
党
全
体
の
得
票
数
は
約
二
七
％
に
達
し
、
も
し

「
八
％
条
項
」
が
な
け
れ
ば
一
二
〇
議
席
も
獲
得
で
き
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
ワ
フ
ド
党
が
五
八
議
席
を
得
て
全
議
席
数

の
二
二
％
を
占
め
る
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ム
バ
ラ
ク
は
大
統
領
指
名
議
員
一
〇
名
の
内
に
S
L
P
党
員
四
名
、
国
民
進
歩
連
合
党

14
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衰3　1984年総選挙結果

TABLE3
1

THE1984PARLIAMENTARY　ELECTIONS
Percent ヨ

周

Elected in　the

Party Valid　Votes Percent Seats Assembly

National　Democratic　Party 3，756，359 72．99 390 87
i
1New　Wafd　Party 778，131 15．12 58 13
‘

Socialist　Labor　Party 364，040 7．07 0 0
Liberal　Socialist　Party 33，448 0．65 0 0 星

ヤ

Na痘onalist　Progressive　Unionist　Party 214，587 4．17 0 0
Tota1 5，146，565 100．00 448 100

Source：Aly，‘Democratisation　in　Egypt，’p18．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

2
畳
。
旨
9
ギ
品
吋
①
隆
く
。
9
巨
蓉
評
り
蔓
）
党
員
一
名
を
任
命
し
た
。

　
以
後
野
党
勢
力
は
「
八
％
条
項
」
の
み
な
ら
ず
内
政
外
交
問
題
を
め
ぐ
っ
て
政
府

批
判
を
継
続
し
て
い
っ
た
。
た
だ
し
エ
ジ
プ
ト
の
民
主
主
義
の
現
段
階
を
評
価
す
る

上
で
興
味
深
い
政
府
・
野
党
関
係
が
一
九
八
六
年
二
月
に
ヵ
イ
ロ
郊
外
で
勃
発
し
た

治
安
警
察
軍
の
反
乱
鎮
圧
に
際
し
て
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
全
野
党
は
た
だ
ち
に
大

統
領
の
正
規
軍
出
動
に
よ
る
鎮
圧
の
措
置
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
．
治
安
軍
兵
士
の

経
済
生
活
は
極
め
て
貧
し
く
、
反
乱
の
主
因
は
兵
士
た
ち
の
経
済
的
不
満
に
あ
っ
た
。

野
党
の
対
応
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
政
府
を
攻
撃
し
た
の
で
は
な
く
、
反
乱
が
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

的
威
信
を
そ
こ
ね
る
こ
と
を
憂
慮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
野
党
活
動
の
活
発
化
と
は

い
っ
て
も
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
要
求
は
中
層
中
産
階
級
以
上
の
社
会
階
層
だ

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
エ
ジ
プ
ト
の
民
主
化
は
い
ま
だ
低
開
発
国
の
二
重
構

造
社
会
を
突
き
破
る
よ
う
な
動
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ム
バ
ラ
ク
は
一
九
八
六
年
一
二
月
野
党
の
要
求
を
組
み
入
れ
た
新
選
挙
法
を
公
布

し
、
「
八
％
条
項
」
を
維
持
す
る
一
方
で
e
四
八
議
席
を
無
所
属
と
し
て
配
分
す
る
、

⇔
得
票
数
が
有
効
投
票
総
数
の
八
％
に
達
し
な
か
っ
た
政
党
が
第
一
党
に
自
党
の
得

票
数
を
譲
り
渡
す
必
要
は
な
い
こ
と
を
認
め
た
。
一
九
八
七
年
四
月
の
総
選
挙
に
お

い
て
最
も
注
目
す
べ
き
現
象
は
、
政
治
制
度
が
民
主
化
さ
れ
て
行
く
中
で
ム
ス
リ
ム

同
胞
団
（
冒
琶
ぎ
甲
。
夢
①
旨
。
＆
）
、
イ
ス
ラ
ム
金
融
の
活
動
の
高
ま
り
が
議
会
政
治

に
反
映
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
胞
団
は
前
回
の
選
挙
で
新
ワ
フ
ド
党
と
連
合
し
た

15
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表4　1987年総選挙結果

TABLE4
THE1987PARLIAMENTARY ELECTIONS

Valid　Votes Percent Percent

for　Party of　Valid Elected in　the

Party Lists Votes Seats Assembly

National　Democratic　Party 4，751，758 69．62 308 68．75

Socialist　Labor　Party　alliance 1，163，525 17．05 56 12．50

New　Wafd　Party 746，024 工0．93 36 8．04

Nationalist　Progressive　Unionist　Party 150，570 2．21 一 一

Nation　Party 13，531 0．19 一 一
Natlonal　Democratic　Party　independents

一 一
40 8．93

OPPosition　independents 一 ｝ 8 1．78

Tota1 6，824，908 100．00 448 100．00

Source：Aly，‘Dem㏄ratisation　in　Egypt，，p．22，

が
、
今
回
は
S
L
P
、
自
由
党
（
＝
冨
邑
℃
奨
蔓
．
前
回
の
選
挙
ま
で
社
会
主
義
自

由
党
瓢
冨
琶
の
8
謹
馨
評
旨
網
と
呼
ば
れ
た
）
と
連
合
し
、
各
々
候
補
者
名
簿

の
四
〇
％
、
四
〇
％
、
二
〇
％
を
得
た
。
そ
の
上
S
L
P
、
L
P
候
補
者
の
大

部
分
は
す
で
に
党
内
に
入
り
込
ん
で
い
た
同
胞
団
員
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い

た
。
こ
う
し
た
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
主
導
の
選
挙
協
定
の
背
景
に
は
、
イ
ス
ラ
ム

金
融
に
よ
る
豊
富
な
選
挙
資
金
の
供
与
が
あ
っ
た
。
選
挙
運
動
の
過
程
で
争
点

に
な
っ
た
間
題
は
「
民
主
主
義
」
と
エ
ジ
ブ
ト
の
抱
え
る
諸
間
題
に
対
す
る

「
イ
ス
ラ
ム
的
解
決
法
」
で
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
N
D
P
が
「
安
定
」
と

「
開
発
」
を
強
調
し
た
の
に
対
し
、
諸
野
党
は
西
欧
型
自
由
民
主
主
義
へ
向
け

た
大
規
模
な
憲
法
改
正
の
必
要
性
を
説
い
た
。
後
者
に
関
し
て
は
M
B
・
S
L

P
・
L
P
連
合
が
イ
ス
ラ
ム
的
解
決
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
N
D
P
、
N
W

P
、
N
P
U
P
は
「
非
宗
教
的
解
決
法
」
を
主
唱
し
た
。
選
挙
運
動
が
進
む
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覗
）

つ
れ
後
者
が
主
要
な
争
点
と
な
っ
た
。

　
選
挙
結
果
は
表
4
の
通
り
で
あ
る
が
、
二
二
・
三
二
％
と
い
う
野
党
の
議
席

獲
得
率
は
エ
ジ
プ
ト
議
会
史
上
一
九
五
〇
年
の
二
九
・
二
％
に
次
い
で
高
い
。

ま
た
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
み
な
ら
ず
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
無
所
属
で
出
馬
し
た

自
由
選
挙
と
な
っ
た
。
更
に
一
九
七
六
年
の
総
選
挙
以
来
対
立
の
基
本
構
図
は

N
D
P
・
政
府
対
野
党
勢
力
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
選
挙
運
動
の
争
点
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
に
加
え
新
た
な
対
立
の
構
図
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
勢
力
対

16



非
イ
ス
ラ
ム
勢
力
が
浮
上
し
た
。
国
政
に
お
い
て
政
党
勢
力
が
伸
長
し
た
事
実
は
必
然
的
に
政
策
協
定
の
様
々
な
組
み
合
わ
せ
を
可
能
に

し
、
N
D
P
は
政
策
実
施
に
当
た
っ
て
野
党
の
協
力
を
求
め
逆
に
野
党
は
政
府
の
政
策
決
定
に
対
す
る
影
響
力
を
増
す
こ
と
と
な
っ
た
。

例
え
ば
選
挙
後
N
W
P
は
人
民
議
会
議
長
と
し
て
S
L
P
候
補
者
を
し
り
ぞ
け
て
N
D
P
候
補
者
に
投
票
し
た
。
し
か
し
議
会
が
ム
パ
ラ

ク
を
二
期
目
の
大
統
領
候
補
者
と
し
て
指
名
す
る
に
際
し
、
S
L
P
は
賛
成
票
を
投
じ
た
の
に
対
し
N
W
P
は
棄
権
し
た
．
こ
の
よ
う
に

一
九
八
七
年
四
月
総
選
挙
後
「
取
引
」
「
交
渉
」
「
妥
協
」
「
連
合
」
と
い
っ
た
議
会
政
治
を
機
能
さ
せ
る
上
で
必
要
な
行
動
様
式
の
発
展

　
　
　
　
　
　
　
　
（
45
）

可
能
性
が
強
ま
っ
て
い
る
．

第
四
章
　
対
外
関
係

アラブ政権の正統性

　
第
騙
節
　
ヨ
ル
ダ
ン

　
ヨ
ル
ダ
ン
の
対
外
態
度
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
ヨ
ル
ダ
ソ
対
外
政
策
の
基
本
的
特
徴
は
一
九
一
二
年
の
建
国
以
来
一
貫
し
て
親
西
欧
的

な
姿
勢
を
採
り
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ャ
リ
ー
フ
・
フ
サ
イ
ン
の
次
男
で
あ
る
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
は
第
一
次
大
戦
中
父
の
「
ア
ラ

ブ
の
反
乱
」
を
ダ
マ
ス
カ
ス
な
ど
都
市
の
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
運
動
の
秘
密
組
織
と
結
び
付
け
た
り
、
対
英
交
渉
で
活
躍
し
た
。
そ
の
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

で
イ
ギ
リ
ス
は
戦
後
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
に
報
い
る
恩
義
を
感
じ
た
の
で
あ
る
．
チ
ャ
ー
チ
ル
は
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
が
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン

の
独
立
首
長
国
の
支
配
者
と
な
る
こ
と
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
が
年
間
補
助
金
と
顧
問
を
供
与
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
は

こ
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
。
こ
う
し
て
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
高
等
弁
務
官
の
下
に
パ
レ
ス
チ
ナ
委
任
統
治
領
の
中
へ
組

み
入
れ
ら
れ
る
一
方
、
委
任
統
治
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
は
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ソ
ヘ
の
ユ
ダ
ヤ
人
入
植
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

幸
運
な
対
外
環
境
の
中
で
パ
レ
ス
チ
ナ
の
騒
乱
を
横
目
に
見
な
が
ら
以
後
三
〇
年
近
く
の
間
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
の
指
導
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
47
）

保
護
の
下
で
貧
し
く
は
あ
る
が
比
較
的
平
和
な
国
家
と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ
る
．
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パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
が
国
際
連
合
に
よ
っ
て
一
九
四
七
年
一
一
月
決
議
さ
れ
た
後
イ
ギ
リ
ス
は
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
が
同
決
議
で
指
定
さ
れ

た
「
ア
ラ
ブ
国
家
」
地
域
へ
支
配
を
拡
大
す
る
こ
と
を
支
持
し
た
。
翌
年
五
月
の
パ
レ
ス
チ
ナ
戦
争
勃
発
後
ト
ラ
ソ
ス
ヨ
ル
ダ
ン
が
ヨ
ル

ダ
ン
川
西
岸
を
占
領
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
勢
力
バ
ラ
ン
ス
が
ヨ
ル
ダ
ソ
川
両
岸
に
産
み
出
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ヨ
ル
ダ
ン
の
政

権
は
従
来
の
全
面
的
な
対
英
依
存
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
勢
力
．
ハ
ラ
ソ
ス
は
英
国
の
他
に
ア
メ
リ
カ
、
国
連
、
ア

ラ
ブ
諸
国
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
含
み
、
こ
れ
ら
諸
国
は
ヨ
ル
ダ
ン
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
難
民
の
差
し
迫
っ
た
社
会
的
・
経
済
的
必
要
を
満
足

さ
せ
な
が
ら
彼
ら
の
独
立
要
求
に
つ
い
て
は
骨
抜
き
に
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
国
家
と
し
て
の
ヨ
ル
ダ

ン
の
存
続
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヨ
ル
ダ
ン
は
複
数
の
国
の
利
益
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
政
治

的
・
財
政
的
支
援
の
取
り
付
け
先
を
多
様
化
す
る
こ
と
が
出
来
、
従
っ
て
ト
ラ
ン
ス
ヨ
ル
ダ
ン
時
代
の
対
英
関
係
を
特
徴
づ
け
て
い
た
全

面
的
依
存
状
態
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ヨ
ル
ダ
ン
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
間
に
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
独
立
運
動
を
抑
制
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

と
い
う
両
国
に
共
通
し
た
利
益
か
ら
生
ま
れ
た
あ
る
種
の
協
力
関
係
が
定
着
し
た
。
イ
ス
ラ
ニ
ル
占
領
地
に
お
け
る
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ア
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

ブ
人
の
蜂
起
を
受
け
、
一
九
八
八
年
七
月
フ
サ
イ
ン
は
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
の
被
占
領
地
に
対
す
る
統
治
権
放
棄
を
宣
言
し
た
。
ヨ
ル
ダ
ン

の
存
在
が
そ
う
し
た
国
際
的
・
地
域
的
な
諸
勢
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
い
う
地
政
学
的
枠
組
は
今
日
ま
で
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
枠
組

が
親
西
欧
的
な
外
交
政
策
を
一
貫
し
て
採
ら
し
め
て
来
た
の
で
あ
る
．
同
様
に
経
済
開
発
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
経
済

援
助
は
こ
の
よ
う
な
外
交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
て
来
た
。
現
在
特
に
湾
岸
産
油
国
と
の
経
済
関
係
は
ヨ
ル
ダ
ソ
経
済
に
と
っ
て
死

活
的
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
。

　
一
九
五
〇
年
代
の
ヨ
ル
ダ
ソ
は
域
内
に
勃
興
す
る
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
の
影
響
を
強
く
被
っ
た
。
イ
ス
ラ
ニ
ル
は
パ
レ
ス
チ
ナ
・
ゲ
リ
ラ

の
侵
入
、
攻
撃
に
対
抗
し
て
ヨ
ル
ダ
ン
国
境
付
近
の
村
落
へ
激
し
い
報
復
襲
撃
を
行
な
っ
た
た
め
、
フ
サ
イ
ン
は
一
層
厳
し
い
立
場
に
立

た
さ
れ
た
。
一
方
彼
の
西
欧
諸
国
と
の
関
係
強
化
は
エ
ジ
プ
ト
や
シ
リ
ア
か
ら
非
難
の
集
中
砲
火
を
浴
び
た
。
彼
は
一
九
五
六
年
三
月
ヨ

ル
ダ
ン
軍
英
人
司
令
官
グ
ラ
ッ
ブ
・
バ
ッ
シ
ャ
（
Ω
言
喜
評
ω
富
）
を
解
任
す
る
こ
と
で
国
内
外
で
高
ま
っ
て
い
た
親
西
欧
路
線
に
対
す
る
非
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難
を
躾
そ
う
と
し
た
が
．
国
内
の
反
西
欧
感
情
は
ス
エ
ズ
動
乱
に
よ
っ
て
一
挙
に
燃
え
上
が
っ
た
．
一
九
五
六
年
一
〇
月
の
選
挙
に
よ
っ

て
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
・
ナ
ー
ブ
ル
ー
ス
ィ
ー
（
曽
”
ぎ
ぎ
蜜
亘
冒
）
を
首
班
と
す
る
親
ナ
セ
ル
派
の
内
閣
が
組
織
さ
れ
る
と
、
英
国
と
の
協
約

を
破
棄
し
た
．
一
九
五
七
年
一
月
エ
ジ
プ
ト
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ピ
ア
、
シ
リ
ア
は
ア
ラ
ブ
団
結
協
定
に
調
印
し
、
ヨ
ル
ダ
ソ
に
対
す
る
毎
年

の
補
助
金
支
払
い
を
英
国
に
代
わ
っ
て
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
べ
て
の
在
ヨ
ル
ダ
ン
英
国
軍
は
一
九
五
七
年
夏
ま
で
に
撤
退
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
五
七
年
四
月
米
国
の
激
励
と
財
政
援
助
を
後
ろ
盾
と
し
た
国
王
は
、
ソ
連
と
の
外
交
関
係
を
打
ち
立
て
よ
う
と

試
み
た
ナ
ー
ブ
ル
ー
ス
ィ
ー
内
閣
に
対
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
を
敢
行
し
政
権
奪
回
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
フ
サ
イ
ン
の
政
治
生
命

を
支
え
た
二
大
要
素
は
軍
部
に
優
勢
な
遊
牧
民
分
子
の
フ
サ
イ
ソ
個
人
に
対
す
る
忠
誠
心
と
イ
ギ
リ
ス
に
代
わ
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
補
助

　
　
　
　
（
5
0
）

金
で
あ
っ
た
．
こ
う
し
て
外
交
の
主
要
な
相
手
国
は
一
九
五
七
年
を
転
機
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
ヘ
と
代
わ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ

政
権
の
正
統
性
は
か
な
り
の
程
度
国
外
か
ら
の
経
済
・
軍
事
援
助
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
流
入
は
二
つ
の
面
で
ヨ
ル
ダ
ソ
社
会
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
来
た
．
第
一
の
側
面
は
パ
レ
ス
チ
ナ
人
が
一
九
五
〇

年
代
に
政
治
制
度
の
民
主
化
を
求
め
た
こ
と
に
よ
る
不
安
定
効
果
で
あ
る
。
こ
の
側
面
は
一
九
七
〇
年
か
ら
七
一
年
に
か
け
て
パ
レ
ス
チ

ナ
・
ゲ
リ
ラ
が
フ
サ
イ
ソ
政
権
の
正
統
性
に
挑
戦
し
、
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
ヨ
ル
ダ
ン
内
戦
に
ま
で
達
し
た
。
第
二
の
側
面
は
彼
ら

が
持
ち
前
の
商
才
を
発
揮
し
て
ヨ
ル
ダ
ソ
経
済
に
お
け
る
サ
ー
ピ
ス
部
門
の
発
展
に
貢
献
し
た
こ
と
で
あ
る
。

アラブ政権の正統性

　
第
二
節
　
エ
ジ
プ
ト

　
先
ず
両
大
戦
間
期
の
対
外
態
度
を
見
よ
う
。
一
八
八
一
年
の
オ
ラ
ー
ビ
ー
運
動
に
始
ま
る
エ
ジ
プ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
は
、
翌

八
二
年
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
保
護
国
化
さ
れ
る
状
況
の
中
で
反
英
独
立
運
動
と
し
て
展
開
す
る
．
こ
の
基
本
的
特
徴
は
一
九
一
九
年
の
反

英
暴
動
、
二
二
年
の
部
分
的
独
立
達
成
後
運
動
が
中
期
へ
入
る
と
益
々
強
め
ら
れ
た
。
一
九
二
二
～
五
二
年
の
時
期
に
イ
ギ
リ
ス
の
委
任

統
治
下
で
「
立
憲
君
主
制
」
が
施
行
さ
れ
る
が
、
実
際
の
政
治
過
程
は
王
宮
、
イ
ギ
リ
ス
、
ワ
フ
ド
党
三
者
間
の
権
力
駆
け
引
き
で
あ
り
、
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議
会
政
治
の
腐
敗
が
進
行
し
て
い
っ
た
。
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
．
青
年
エ
ジ
プ
ト
、
都
市
労
働
運
動
の
よ
う
な
左
右
両
翼
の
急
進
的
な
反
体

制
運
動
が
上
記
三
者
間
の
権
力
構
造
の
枠
外
で
中
・
下
層
中
産
階
級
を
動
員
し
、
完
全
独
立
の
達
成
、
ス
エ
ズ
運
河
地
帯
か
ら
の
英
軍
撤

退
を
要
求
し
て
激
し
い
反
英
闘
争
を
行
な
っ
た
。
自
由
将
校
団
に
よ
る
一
九
五
二
年
革
命
は
こ
う
し
た
様
々
な
反
体
制
運
動
を
糾
合
し
、

反
英
独
立
運
動
と
し
て
の
エ
ジ
プ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
を
一
応
完
結
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
一
九
五
二
年

を
以
て
ヨ
i
・
ッ
パ
の
経
済
的
文
化
的
影
響
力
が
払
拭
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
く
、
上
流
、
上
層
中
産
階
級
の
間
に
は
現
在

に
至
る
ま
で
依
然
と
し
て
強
い
ヨ
ー
冒
ッ
パ
志
向
が
生
き
続
け
て
い
る
。

　
ま
た
両
大
戦
間
期
は
ナ
セ
ル
時
代
に
開
花
す
る
こ
と
に
な
る
ア
ラ
ブ
主
義
の
萌
芽
期
に
当
た
る
。
一
九
二
〇
年
代
初
め
知
識
人
や
ア
ジ

ィ
ー
ズ
・
ア
リ
ー
・
ア
ル
ミ
ス
リ
ー
（
＞
昌
≧
一
塾
峯
畳
）
の
よ
う
な
軍
人
が
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ラ
ブ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
説
い
た
。

一
九
三
〇
年
代
末
に
な
っ
て
一
般
庶
民
の
間
に
も
ア
ラ
ブ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
浸
透
し
始
め
る
が
、
そ
の
契
機
は
一
九
三
六
～
九

年
の
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
人
暴
動
で
あ
っ
た
。
一
方
政
治
家
、
知
識
人
の
間
で
は
一
九
三
六
年
の
英
埃
条
約
締
結
に
よ
っ
て
エ

ジ
プ
ト
は
独
立
へ
向
け
て
大
き
く
前
進
し
た
と
い
う
認
識
が
強
ま
り
、
脱
植
民
地
化
さ
れ
た
ア
ラ
ブ
世
界
に
お
い
て
エ
ジ
プ
ト
が
主
導
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

を
採
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
が
芽
ば
え
た
。
第
二
次
大
戦
中
フ
ァ
ル
ー
ク
王
と
ワ
フ
ド
党
主
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ナ
ッ
ハ
ー
ス
は
戦
後
の
中

東
で
エ
ジ
プ
ト
が
地
域
指
導
権
を
発
揮
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
考
え
方
は
戦
後
の
中
東
に
非
軍
事
的
な
手
段
で

影
響
力
を
残
そ
う
と
模
索
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
一
九
四
五
年
三
月
イ
ギ
リ
ス
の
強
い
後
押
し
で

カ
イ
ロ
に
ア
ラ
ブ
連
盟
が
創
設
さ
れ
、
初
代
事
務
総
長
に
エ
ジ
プ
ト
人
の
ア
ラ
ブ
主
義
者
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ラ
フ
マ
ン
・
ア
ッ
ザ
ム
（
＞
呂
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

閑
導
ヨ
導
＞
鵠
馨
）
が
就
任
し
た
。

　
一
九
四
〇
年
代
半
ば
以
降
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
は
ア
ラ
ブ
主
義
の
み
な
ら
ず
反
植
民
地
主
義
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
な
ど
色
々
な
観
点
か
ら
エ

ジ
プ
ト
政
治
に
大
き
く
影
響
し
た
。
な
か
で
も
自
由
将
校
団
は
一
九
四
八
年
の
パ
レ
ス
チ
ナ
戦
争
に
参
戦
し
、
そ
の
際
自
ら
の
所
属
す
る

エ
ジ
プ
ト
軍
の
弱
さ
、
そ
れ
に
引
き
替
え
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
優
秀
性
、
ア
ラ
ブ
全
域
が
「
帝
国
主
義
し
の
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る
現
実
を
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Source：R．Hrair　Dekmejian，恥μUη467翫s玩State　Uロiversity　of　New　York　Press，Albany，USA，

1971，p．94．

痛
感
し
、
こ
う
し
た
体
験
に
基
づ
い

て
彼
ら
の
王
制
打
倒
へ
向
け
た
革
命

意
識
が
強
め
ら
れ
た
。
ナ
セ
ル
は

『
革
命
の
哲
学
』
の
中
で
「
特
に
私

は
私
の
娘
と
同
い
年
位
の
パ
レ
ス
チ

ナ
の
少
女
の
こ
と
を
思
い
出
す
．
そ

の
少
女
は
飢
え
と
寒
さ
の
苦
し
み
に

耐
え
兼
ね
、
危
険
を
冒
し
流
れ
だ
ま

の
中
を
パ
ン
と
服
を
求
め
て
駆
け
出

し
て
行
っ
た
。
そ
れ
以
来
私
は
『
こ

の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
少
女
の
不
幸
は
い

つ
何
時
私
の
娘
に
も
降
り
懸
か
ら
な

い
と
は
い
え
な
い
』
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。
ア
ラ
ブ
地
域
を
現
在
支
配

し
て
い
る
要
素
や
勢
力
に
甘
ん
じ
て

い
る
限
り
パ
レ
ス
チ
ナ
で
起
こ
っ
た

こ
と
は
今
日
こ
の
地
域
の
ど
の
部
分

に
お
い
て
も
起
こ
り
得
る
」
と
述
べ

　
　
（
5
3
）

て
い
る
。
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
立
場
か
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ら
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
支
援
を
唱
え
た
の
は
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
ア
ラ
ブ
主
義
の
成
長
過
程
に
お
い
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
エ
ジ
プ
ト
が
中
心
に
な
っ
て
ア
ラ
ブ
統
一
を
推
進

す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
革
命
後
ナ
セ
ル
が
推
進
し
た
汎
ア
ラ
ブ
外
交
の
中
に
受
け
継
が
れ
て
行
く
。
そ
し
て
ア
ラ

　
｝
　
｝

ブ
主
義
が
本
格
的
に
開
花
す
る
の
は
、
図
1
に
も
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
一
九
五
五
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
レ

　
革
命
後
ナ
セ
ル
は
革
命
の
影
響
力
を
利
用
し
て
第
三
世
界
の
世
論
を
動
員
し
、
国
際
舞
台
で
エ
ジ
プ
ト
の
指
導
権
を
追
求
し
た
。
ナ
セ

　
　
　
｝

ル
ほ
『
革
命
の
哲
学
』
の
中
で
エ
ジ
プ
ト
が
三
つ
の
世
界
ー
ア
ラ
ブ
世
界
、
ア
フ
リ
カ
世
界
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
1
に
お
い
て
外
交
的

主
導
権
を
掌
握
す
ぺ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ナ
セ
ル
の
反
西
欧
的
な
ア
ラ
ブ
主
義
は
一
九
五
五
年
バ
ン
ド
ン
で
開
催
さ

れ
た
非
同
盟
諸
国
会
議
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
ナ
セ
ル
の
威
信
は
国
内
、
国
外
を
通
じ
て
一
九
五
六
年
の
ス

エ
ズ
動
乱
に
よ
っ
て
一
気
に
高
ま
っ
た
が
、
六
七
年
六
月
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
戦
の
敗
北
に
よ
っ
て
失
墜
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
が
進
む
と

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
よ
う
な
ニ
ジ
ブ
ト
と
同
等
の
潜
在
力
を
持
っ
た
国
が
独
立
し
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ピ
ア
な
ど
産
油
国
が
資
金
力
を
付
け
て
来

る
に
及
ん
で
、
エ
ジ
プ
ト
の
地
域
指
導
権
は
相
対
的
に
低
下
し
た
。
一
方
域
外
大
国
と
の
関
係
は
一
九
五
〇
年
代
の
非
同
盟
か
ら
六
〇
年

代
の
全
面
的
な
対
ソ
依
存
へ
と
発
展
し
た
。

　
一
九
六
七
年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
「
消
耗
戦
」
が
展
開
さ
れ
る
が
、
サ
ダ
ト
は
七
二
年
ソ
連
の
軍
事
顧
間
団
を
大

勢
本
国
へ
送
還
し
、
翌
七
三
年
に
十
月
戦
争
に
よ
っ
て
限
定
的
勝
利
を
得
、
エ
ジ
プ
ト
の
国
際
的
威
信
を
挽
回
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
サ

ダ
ト
は
米
主
導
型
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
単
独
講
和
の
道
を
突
き
進
ん
だ
た
め
、
エ
ジ
プ
ト
は
ア
ラ
ブ
陣
営
で
孤
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
意
味
で
サ
ダ
ト
時
代
の
対
外
態
度
は
ナ
セ
ル
時
代
に
顕
著
だ
っ
た
ア
ラ
ブ
主
義
が
衰
退
し
、
そ
れ
に
替
わ
っ
て
両
大
戦
間
期
に
優
勢
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

っ
た
エ
ジ
プ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
復
活
し
て
来
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

　
一
九
八
○
年
代
め
ム
バ
ラ
ク
政
権
は
キ
ャ
ン
プ
・
デ
ー
ピ
ッ
ト
合
意
の
枠
組
を
維
持
す
る
一
方
で
対
ア
ラ
ブ
諸
国
、
対
ソ
連
関
係
の
修

復
を
図
り
、
対
外
関
係
の
均
衡
の
回
復
に
努
め
て
い
る
。
し
か
し
ム
バ
ラ
ク
時
代
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
の
地
域
指
導
権
樵
全
般
的
低
下
の
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感
を
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
。
キ
ャ
ソ
プ
・
デ
ー
ビ
ッ
ト
合
意
か
ら
の
離
脱
を
抑
制
し
て
い
る
要
因
は
、
e
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
シ
ナ
イ
半
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

再
占
領
の
危
険
、
⇔
ア
メ
リ
カ
の
経
済
・
軍
事
援
助
停
止
の
恐
れ
に
あ
る
。
同
時
に
ム
バ
ラ
ク
は
国
内
の
反
米
感
情
の
存
続
に
配
慮
し
て
、

サ
ダ
ト
の
対
米
一
辺
倒
政
策
を
弱
め
る
一
連
の
措
置
を
講
じ
て
来
た
。
例
え
ば
レ
ー
ガ
ン
に
対
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
機
構
（
寄
諒
旨
①

＝
富
り
暮
巨
○
夷
導
一
婁
ぎ
）
と
の
対
話
を
要
請
し
た
り
、
米
軍
が
紅
海
沿
岸
の
軍
事
施
設
を
無
制
限
に
使
用
す
る
の
を
拒
否
し
た
り
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

使
レ
ベ
ル
の
対
ソ
関
係
を
再
開
し
た
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
首
相
ペ
レ
ス
ヘ
の
一
方
的
譲
歩
を
迫
る
ア
メ
リ
カ
に
抵
抗
し
た
り
し
て
い
る
．
ま

た
対
ソ
関
係
は
一
定
の
修
復
が
な
さ
れ
た
も
の
の
政
府
、
庶
民
双
方
の
レ
ベ
ル
で
一
九
六
〇
年
代
の
全
面
的
依
存
へ
戻
ろ
う
と
す
る
動
き

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

アラブ政権の正統性

第
五
章
　
結

語

　
以
上
の
比
較
分
析
か
ら
一
応
次
の
よ
う
な
暫
定
的
結
論
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
経
済
発
展
と
政
権
の
正
統
性
の
関
係
に
つ
い

て
で
あ
る
。
ヨ
ル
ダ
ン
経
済
に
お
い
て
は
湾
岸
産
油
国
か
ら
流
れ
込
ん
だ
資
本
の
利
用
に
際
し
パ
レ
ス
チ
ナ
人
が
持
ち
前
の
商
才
を
発
揮

し
て
貢
献
し
た
。
こ
う
し
て
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
ヨ
ル
ダ
ン
に
お
け
る
経
済
的
福
祉
の
水
準
は
向
上
し
、
庶
民
の
経
済
的
不
満
は
か

な
り
縮
小
し
た
。
そ
の
意
味
で
フ
サ
イ
ン
政
権
は
経
済
発
展
の
領
域
に
お
け
る
正
統
性
獲
得
に
相
当
程
度
成
功
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
今
世
紀
の
エ
ジ
プ
ト
社
会
に
は
恒
常
的
に
経
済
的
不
満
が
蔓
延
し
、
政
治
的
暴
力
、
政
治
的
不
安
定
を
生
み
出
す
土
壌
に
な
り
、
延

い
て
は
政
権
の
正
統
性
を
浸
食
す
る
主
要
な
要
因
を
作
り
出
し
て
い
る
。

　
第
二
は
政
治
体
制
の
民
主
化
と
政
権
の
正
統
性
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
．
一
九
五
〇
年
代
の
ヨ
ル
ダ
ン
内
政
に
お
い
て
限
定
的
で
は

あ
る
が
民
主
化
が
進
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
サ
イ
ン
政
権
の
正
統
性
は
低
下
し
た
．
し
か
し
フ
サ
イ
ン
は
一
九
五
七
年
四
月
ナ
ー
ブ

ル
ー
ス
ィ
ー
内
閣
か
ら
の
政
権
奪
回
に
成
功
し
て
以
来
、
一
九
六
七
年
六
月
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
戦
争
で
ヨ
ル
ダ
ソ
川
西
岸
を
占
領
さ
れ
る
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と
い
う
特
異
な
対
外
環
境
も
加
わ
っ
て
徹
底
し
た
反
民
主
化
に
転
じ
た
．
同
政
権
の
政
治
活
動
面
で
の
正
統
性
は
国
王
個
人
の
カ
リ
ス
マ

に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
民
主
化
過
程
は
ジ
グ
ザ
グ
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
来
た
。
両
大
戦
間
期
の
議
会
政
治
は
革
命
政

権
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
以
後
ナ
セ
ル
体
制
の
下
で
単
一
政
党
に
よ
る
支
配
が
行
な
わ
れ
た
。
一
九
七
六
年
サ
ダ
ト
は
限
定
的
な
複
数
政

党
制
を
導
入
し
、
上
か
ら
の
民
主
化
を
図
っ
た
。
野
党
の
批
判
が
高
ま
る
と
一
九
七
八
年
頃
か
ら
引
き
締
め
政
策
に
転
じ
、
八
一
年
一
〇

月
に
暗
殺
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
。
一
九
八
○
年
代
ヘ
ハ
ラ
ク
政
権
は
一
九
七
六
年
か
ら
七
八
年
に
か
け
て
サ
ダ
ト
が
試
み
た
限
定
的
複
数

政
党
制
を
更
に
一
層
押
し
進
め
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
議
会
民
主
政
治
は
直
線
的
に
徐
々
に
前
進
し
て
来
て
い
る
。
こ
れ
は
ム
バ
ラ
ク
政

権
が
政
治
参
加
を
レ
ベ
ル
・
ア
ッ
プ
し
て
、
潜
在
的
な
反
体
制
分
子
を
体
制
内
に
組
み
入
れ
る
と
同
時
に
社
会
に
充
満
す
る
経
済
的
不
満

を
吸
収
し
、
延
い
て
は
政
権
の
正
統
性
を
高
め
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
第
三
は
対
外
関
係
と
政
権
の
正
統
性
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
。
両
国
と
も
政
権
の
正
統
性
が
国
外
か
ら
の
経
済
・
軍
事
援
助
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ヨ
ル
ダ
ソ
対
外
政
策
の
基
本
的
特
徴
は
一
九
一
二
年
の
建
国
以
来
一
貫
し
て
親
西
欧

的
な
姿
勢
を
採
り
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
相
手
国
は
一
九
五
七
年
を
転
機
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
ヘ
と
代
わ
っ
た
。

ま
た
一
九
四
八
年
の
パ
レ
ス
チ
ナ
戦
争
に
お
け
る
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
占
領
以
後
、
ヨ
ル
ダ
ソ
は
英
国
の
他
に
米
国
、
国
連
ア
ラ
ブ
諸
国
、

イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
協
力
関
係
を
発
展
さ
せ
た
。
特
に
湾
岸
産
油
国
と
の
経
済
関
係
は
ヨ
ル
ダ
ン
経
済
に
と
っ
て
死
活
的
重
要
性
を
帯
び
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
エ
ジ
プ
ト
の
対
外
関
係
史
は
か
な
り
の
ジ
グ
ザ
グ
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
来
た
．
一
九
五
二
年
革
命
ま
で
は
反
英
独
立

運
動
の
展
開
と
ア
ラ
ブ
主
義
の
芽
生
え
が
そ
の
主
潮
で
あ
っ
た
．
革
命
後
ナ
セ
ル
は
反
西
欧
的
な
ア
ラ
ブ
主
義
に
基
づ
い
て
域
内
指
導
権

を
追
求
し
た
が
、
域
外
大
国
と
の
関
係
は
一
九
六
〇
年
代
に
全
面
的
な
対
ソ
依
存
へ
と
発
展
し
た
。
し
か
し
サ
ダ
ト
時
代
に
な
る
と
一
転

し
て
ナ
セ
ル
時
代
に
顕
著
だ
っ
た
ア
ラ
ブ
主
義
が
衰
退
す
る
と
と
も
に
、
対
イ
ス
ラ
エ
ル
単
独
講
和
を
進
め
る
中
で
西
側
諸
国
．
特
に
ア

メ
リ
カ
ヘ
の
全
面
的
依
存
が
生
じ
た
。
一
九
八
○
年
代
の
ム
バ
ラ
ク
政
権
は
キ
ャ
ン
プ
・
デ
ー
ビ
ッ
ト
合
意
の
枠
組
を
維
持
す
る
一
方
で

対
ア
ラ
ブ
諸
国
、
対
ソ
連
関
係
の
修
復
を
図
り
、
対
外
関
係
の
均
衡
の
回
復
に
努
め
て
い
る
。
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